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第一部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】

１【ファンドの性格】

（1）【ファンドの目的及び基本的性格】

①　ファンドの目的

当ファンドは、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

②　信託金の限度額

受託会社と合意の上、1,000億円を限度として信託金を追加することができます。また、委託会社

は、受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。

③　基本的性格

当ファンドは、「追加型投信／内外／その他資産」に属するものです。

下記は、社団法人投資信託協会「商品分類に関する指針」に基づき記載をしており、当ファンドが

該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。

・商品分類表　

単位型・追加型 投資対象地域
投資対象資産

（収益の源泉）

単位型

追 加 型

国　　内

海　　外

内　　外

株　　式

債　　券

不動産投信

その他資産

資産複合

商品分類の定義　

単位型・追加型 追加型
一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ

従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。

投資対象地域 内外
信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実

質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。

投資対象資産 その他資産

信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に

株式、債券および不動産投信（リート）以外の資産を源泉とす

る旨の記載があるものをいいます。

※　上記定義は社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成した

ものです。なお、当ファンドが該当しない商品分類および属性区分の定義については、社団法人投

資信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp）をご参照ください。

・属性区分表　

投資対象資産
※ 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
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株式

　一般

　大型株

　中小型株

債券

　一般

　公債

　社債

　その他債券

クレジット属性

（　　　　）

不動産投信

その他資産

（投資信託証券）

資産複合

年１回

年２回

年４回

年６回

（隔月）

年12回

（毎月）

日々

その他

（　　　）

グローバル

（日本を含む）

日本

北米

欧州

アジア

オセアニア

中南米

アフリカ

中近東

（中東）

エマージング

ファミリーファン

ド

ファンド・オブ・

ファンズ

あり

（　　　　）

なし

※　収益の源泉となる資産ではなく、組入れている資産そのものについての属性区分を記載しており

ます。当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズとして、投資信託証券を直接の投資対象としてお

ります。このため、上記属性区分表においては「その他資産（投資信託証券）」に分類されてお

り、商品分類表の投資対象資産とは異なります。

属性区分の定義　

投資対象資産
その他資産

（投資信託証券）

信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質

的に株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする

旨の記載があるものをいいます。

決算頻度 年１回
信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものを

いいます。

投資対象地域
グローバル

（日本を含む）

信託約款において、組入資産による投資収益が日本を含む

世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。

投資形態
ファンド・オブ

・ファンズ

社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関す

る規則」第２条に規定するファンド・オブ・ファンズをい

います。

為替ヘッジ なし

信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があ

るものまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをい

います。

※　上記定義は社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成し

たものです。なお、当ファンドが該当しない商品分類および属性区分の定義については、社団法

人投資信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp）をご参照ください。

④　ファンドの特色
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＜ファンドの特色＞

１．「トランストレンド・エンハンスト・リスク・シリーズ・トラスト・クラスＡ Ｔ

ＥＲ ユニット」の基本投資配分比率を95％、「ユナイテッド日本債券ベビーファン

ド（適格機関投資家向け）」の基本投資配分比率を５％として、信託財産の中長期的

な成長を目指します。

２．株価指数・債券・通貨や原油・金属・農産物など、世界各国の取引所に上場されて

いる様々な先物を実質的な投資対象とし、積極的に分散投資を行います。

世界約50ヵ所の取引所における200以上の先物取引を主な投資対象とします。　　

３．トレンド・フォロー戦略により、相場の上昇時だけでなく、下落時でも収益の獲得

を目指すファンドに投資を行います。

広範囲の各投資対象について、市場のトレンドに追随して先物の「買建て」、「売建て」もしくは

「休み（ポジションなし）」を行います。
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＜投資対象＞

主として、以下の投資信託証券に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行いま

す。

投資信託証券の合計組入比率は、高位を保つことを原則とし、各投資信託証券の基本投資配分比率

は、以下の通りとします。

投資信託証券の名称 基本投資配分比率
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トランストレンド・エンハンスト・リスク・シリーズ・トラスト・クラス

Ａ　ＴＥＲ　ユニット

（英文名：TRANSTREND ENHANCED RISK Series Trust CLASS A TER UNITS 

（FOR FUND OF FUNDS ONLY）） 

95％

ユナイテッド日本債券ベビーファンド（適格機関投資家向け） ５％

※１　マネージド・フューチャーズ戦略とは、流動性の高い世界中の先物市場を対象とし、方向性を

伴う値動きから収益の機会を見出そうとする戦略で、買建てだけでなく売建ても行い、様々な市

場への投資を通じてポートフォリオの分散を図る運用戦略が主流です。

マネージド・フューチャーズ戦略は、商品投資顧問業者（ＣＴＡ＝Commodity Trading

Advisor）が多用する戦略であることから、「ＣＴＡ戦略」とも呼ばれています。この“

Commodity（コモディティ）”には、いわゆる商品先物だけでなく、株式指数などの金融先物や

為替も含まれます。

※２　トランストレンド社は、1991年11月にオランダに設立されたマネージド・フューチャーズ戦略

で運用する会社であり、ラボバンク・ネダーランド傘下の運用会社であるロベコ・グループＮ.

Ｖ.の100％子会社です。　

広範囲な先物市場をコンピューター分析し、トレンドを捕捉しリスク管理された独自の運用

プログラムを構築しています。

市況動向や資金動向等に急激な変化が生じたとき、ならびにこの投資信託の残存信託期間、残存元

本が運用に支障をきたす水準となったとき、もしくはやむを得ない事情が発生した場合には、上記の

ような運用ができない場合があります。

（2）【ファンドの沿革】

平成21年６月30日　　信託契約締結、ファンド設定、運用開始

（3）【ファンドの仕組み】

①　ファンドの投資対象

ケイマン籍円建外国投資信託「トランストレンド・エンハンスト・リスク・シリーズ・トラスト

・クラスＡ ＴＥＲ　ユニット（TRANSTREND ENHANCED RISK Series Trust CLASS A TER UNITS 

（FOR FUND OF FUNDS ONLY） 」および証券投資信託「ユナイテッド日本債券ベビーファンド（適

格機関投資家向け）」を主要投資対象とします。

②　ファンドの仕組み

当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズ方式で運用を行います。

ファンド・オブ・ファンズ方式とは、ファンドの信託財産を主に他のファンドに投資する仕組み

で、社団法人投資信託協会の定める商品分類において、「主として投資信託証券に投資するもの」

をいいます。
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③　ファンドの関係法人

※１　投資信託の組成をするにあたって委託会社と受託会社が結ぶ契約のこと。投資信託の具体的な

仕組みや運用方針、信託財産の運営・管理方法などの細目が定められています。

※２　投資信託の販売等に関して委託会社と販売会社との間で結ぶ契約のこと。投資信託受益権の募

集の取扱い、解約請求の取扱い、収益分配金の再投資、収益分配金・償還金・解約金の支払い

に関する事務手続等が定められています。

④　委託会社等の概況

（A）資本金　11億5,500万円（平成22年５月31日現在）

（B）沿革

平成11年９月17日　　米ユナイテッド・アセット・マネジメント・コーポレーションの100％子

会社としてユナイテッド投信株式会社を設立
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平成11年10月26日　　証券投資信託委託業の認可取得

平成12年10月６日　　オールド・ミューチュアル（Ｕ.Ｓ.）ホールディングス・インクの傘下と

なる。

平成16年１月20日　　投資顧問業者として登録

平成17年３月30日　　日本アジアホールディングズ株式会社の傘下となる。

平成17年10月31日　　投資一任業務にかかる認可を取得、ユーエイエム ジャパン インクから営

業を譲り受けるとともに、会社名をユナイテッド投信投資顧問株式会社

に変更

平成19年９月30日　　金融商品取引業者として登録

（C）大株主の状況

（平成22年５月31日現在）

氏名又は名称 住所 所有株式数 所有比率

日本アジアホールディングズ

株式会社

東京都千代田区丸の内二丁目３番２号

郵船ビル５階
4,600株 100％

２【投資方針】

（1）【投資方針】

①  主として、以下の投資信託証券に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行いま

す。

　　・ケイマン籍円建外国投資信託「トランストレンド・エンハンスト・リスク・シリーズ・トラ

スト・クラスＡ　ＴＥＲ　ユニット（英文名：TRANSTREND ENHANCED RISK Series Trust CLASS

A TER UNITS （FOR FUND OF FUNDS ONLY））」

　　・証券投資信託　「ユナイテッド日本債券ベビーファンド（適格機関投資家向け）」

②　投資信託証券の合計組入比率は、高位を保つことを原則とし、各投資信託証券の基本投資配分比率

は、以下の通りとします。

投資信託証券の名称 基本投資配分比率

トランストレンド・エンハンスト・リスク・シリーズ・トラスト・クラス

Ａ　ＴＥＲ　ユニット（英文名：TRANSTREND ENHANCED RISK Series Trust

CLASS A TER UNITS （FOR FUND OF FUNDS ONLY）  

95％

ユナイテッド日本債券ベビーファンド（適格機関投資家向け） ５％

③　市況動向や資金動向等に急激な変化が生じたとき、ならびにこの投資信託の残存信託期間、残存元

本が運用に支障をきたす水準となったとき、もしくは、やむを得ない事情が発生した場合には、上記

のような運用ができない場合があります。

（2）【投資対象】

①　投資の対象とする資産の種類

１．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項に

定めるものをいいます。以下同じ。）

イ．有価証券

ロ．約束手形

ハ．金銭債権

２．次に掲げる特定資産以外の資産
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イ．為替手形

②　有価証券および金融商品の指図範囲等

委託会社は、信託金を、主として次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証

券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。

１．ケイマン籍円建外国投資信託証券「トランストレンド・エンハンスト・リスク・シリーズ・ト

ラスト・クラスＡ　ＴＥＲ　ユニット（英文名：TRANSTREND ENHANCED RISK Series Trust CLASS

A TER UNITS （FOR FUND OF FUNDS ONLY）」

２．証券投資信託　「ユナイテッド日本債券ベビーファンド（適格機関投資家向け）」

３．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債券

４．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券または証書の性質を有するもの

（ただし、円建てのものに限ります。）

５．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受

益証券に限ります。）

③　前記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等および委託

会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第

２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用す

ることの指図ができます。

１．預金

２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま

す。）

３．コール・ローン

４．手形割引市場において売買される手形

（3）【運用体制】

当ファンドの運用体制は以下のとおりです。

運用組織、内部管理およびファンドに係る意思決定を監督する組織
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運用に関する社内規則

運用にあたっては、関連法令および社団法人投資信託協会が定める諸規則等のほか、以下の運用関連

社内規程を遵守しております。

・投資信託委託会社の業務に係る業務方法書

・投資信託委託業務運営規程

・投資委員会運営規程

・ポートフォリオの設定・管理と発注に関する規則

・業者選定に関する規程

・引値保証取引に関する規則

・内部者取引管理規程

・役職員等が自己の計算で行う株式等の取引規程

・株主議決権行使に関する取扱い規程

・投資運用業に係る業務の第三者への委託等に関する規則

運用を担当する運用部門（５名程度）、顧客とのリレーションを担当する営業部門（６名程度）、商

品開発および有価証券届出書・目論見書等の作成を担当する企画部門（６名程度）、ファンド計理・
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トレーディングを担当する業務部門（11名程度）、運用実績の評価・分析・情報開示（レポーティン

グ・法定運用報告書）を担当する分析・レポーティング部門（４名程度）ならびにコンプライアンス

・内部監査を担当する内部統制部門（２名程度）は、当社規程に従って、業務を分担しかつ相互に牽制

機能を果たすことによって、全体として質の高い運用サービスを提供しております。

ファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等

ファンドの受託会社（信託銀行）については、受託会社が特定の信託銀行に偏ることを避け、信託銀

行間の競争を通じた適切な受託サービス水準の確保と適切な受託者報酬水準の維持に努めておりま

す。

※上記の運用体制は、平成22年５月31日現在のものであり、今後変更となる可能性があります。

＜トランストレンド社の運用体制＞

以下は、平成22年５月31日現在のものであり、今後変更となる可能性があります。

（4）【分配方針】

毎決算時に、原則として次の通り分配を行う方針です。

①　分配対象額の範囲は、経費控除後の利子・配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等の全額と

します。 

②  分配金額は、委託会社が基準価額水準・市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配を行わな

いこともあります。 

③  収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、特に制限を設けず、運用の基本方針に基

づき運用を行います。
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（5）【投資制限】

当ファンドは、約款において、以下の投資制限を設けております。

①　投資信託証券への投資制限（約款　運用の基本方針　２．運用方法　（3）投資制限）

投資信託証券への投資割合には制限を設けません。

②　株式への投資制限（約款　運用の基本方針　２．運用方法　（3）投資制限）

株式への直接投資は行いません。

③　デリバティブ取引の利用制限（約款　運用の基本方針　２．運用方法　（3）投資制限）

デリバティブ取引の直接利用は行いません。

④　外貨建資産への投資制限（約款　運用の基本方針　２．運用方法　（3）投資制限）

　　外貨建資産への直接投資は行いません。

⑤　資金の借入れ（約款第25条）

（a）委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに運用の安定に資するため、一部解約

に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含み

ます。）を目的として、および再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借

入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金を

もって有価証券等の運用は行わないものとします。

（b）前記（a）の資金借入額は、次の各号に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。

１．一部解約に伴う支払資金の手当てにあたっては、一部解約金の支払資金の手当のために行った

有価証券等の売却または解約等ならびに有価証券等の償還による受取りの確定している資金の

額の範囲内

２．再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てにあたっては、収益分配金の再投資額の範囲内

３．借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10％以内

（c）一部解約に伴う支払資金の手当てのための借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託

財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日か

ら信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開

始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内である場合

の当該期間とします。

（d）再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てのための借入期間は、信託財産から収益分配金が支

払われる日からその翌営業日までとします。

（e）借入金の利息は信託財産中から支払われます。

＜参考＞ファンドが投資する投資信託証券の概要    

ファンド名 トランストレンド・エンハンスト・リスク・シリーズ・トラスト・クラス

Ａ　ＴＥＲ　ユニット（英文名：TRANSTREND ENHANCED RISK Series Trust

CLASS A TER UNITS （FOR FUND OF FUNDS ONLY）） 

ファンド形態 ケイマン籍契約型外国投資信託

投資方針・特色 株価指数・債券・通貨または原油・金属・農産物などの商品等、世界各国

の取引所に上場されている様々な先物取引を主な投資対象とし、トランス

トレンド・ダイバーシファイド・トレンド・プログラム・エンハンスト・

リスク（ＪＰＹ）
※
に基づき、トレンド・フォロー運用（方向性に追随し

てポジションを構築する運用）を行います。　

※　トランストレンド・ダイバーシファイド・トレンド・プログラム・

エンハンスト・リスク（ＪＰＹ）は、借入を行わないレバレッジの

効いたエクスポージャーとなります。
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信託報酬等 ①管理報酬として、管理会社へ信託財産の純資産総額に対して年2.20％が

当該信託財産から支払われます。なお、投資顧問会社への報酬は、管理会

社が受取る管理報酬の中から支払われます。

②上記のほか、信託財産の純資産総額に対して、受託会社報酬として、受託

会社へ年0.02％（ただし、年間最低報酬は、20,000米ドルかかります。）、

管理事務代行報酬として管理事務代行会社へ信託財産の純資産総額に応

じて最大年0.16％（ただし、月間最低報酬は、7,500ユーロかかりま

す。）、保管受託報酬として、保管受託会社へ年0.02％およびリスク管理

報酬として、リスク管理会社へ信託財産の純資産総額に応じて最大年

0.20％（ただし、月間最低報酬は、2,500米ドルかかります。）が当該信託

財産から支払われます。

③毎月の運用実績のハイ・ウォーター・マーク超過分に対して20％の実績

報酬がかかります。

管理会社 ロベコ　インスティテューショナル　アセット　マネジメント

（Robeco Institutional Asset Management B.V）

投資顧問会社 トランストレンド（Transtrend B.V）

トレーディング・アドバイザーとして、トランストレンド・ダイバーシ

ファイド・トレンド・プログラム・エンハンスト・リスク（ＪＰＹ）に

従い、投資顧問業務を提供しています。

受託会社 Alternative Investments Services Limited

管理事務代行会社

および保管受託会社

CACEIS Bank Luxembourg S.A.

リスク管理会社 RPM Risk & Portfolio Management AB

ファンド名 ユナイテッド日本債券ベビーファンド（適格機関投資家向け）

投資対象 「ユナイテッド日本債券マザーファンド」

投資方針・特色 ①信託財産の長期成長を目指して、積極的な運用を行ないます。

②「ユナイテッド日本債券マザーファンド（以下「マザーファンド」とい

います。）」への投資を通じて、主として、わが国の債券に投資します。

③主としてマザーファンドを通じて、わが国の発行する債券を中心に投資

を行い、NOMURA-BPI総合指数を上回る運用成果を目指します。

④わが国のファンダメンタルズ、金利動向などの分析・評価に基づき、デュ

レーションをアクティブに変更し、収益の獲得を目指します。

⑤ＡＡ格以上の格付けを有する債券を中心に投資適格債券に投資し、信用

リスクの低減を図ります。 

⑥市場動向、資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があ

ります。 

信託報酬等 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年0.21％（税抜年0.20％）の

率を乗じて得た額とします。

委託会社 ユナイテッド投信投資顧問

受託銀行 三菱ＵＦＪ信託銀行

「ユナイテッド日本債券マザーファンド」の運用の基本方針

①　投資対象
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わが国の債券を主要投資対象とします。

②　投資方針・特色

・主としてわが国の発行する債券を中心に投資を行い、NOMURA-BPI総合指数を上回る運用成果を

目指します。 

・わが国のファンダメンタルズ、金利動向などの分析・評価に基づき、デュレーションをアクティ

ブに変更し、収益の獲得を目指します。

・ＡＡ格以上の格付けを有する債券を中心に投資適格債券に投資し、信用リスクの低減を図りま

す。

・債券の組入比率は原則として高位を保ちます。ただし、資金化への対応や投資環境を考慮した上

で委託会社が適切と判断した場合には、機動的に対応する場合があります。

③　主な投資制限

・株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合は、信託財産の純資産

総額の20％以下とします。

・新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額

の10％以下とします。

・同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10％以下とします。

・同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の

５％以下とします。

・同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第１項第３号の財産が当

該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在

し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ３第１

項第７号および第８号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」

といいます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。

・外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とします。

・投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。

上記は、本書提出日現在の概要であり、今後、内容が変更される場合があります。

３【投資リスク】

（1）投資リスク

委託会社の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属しま

す。また、投資信託は預金商品や保険商品ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象で

はありません。また、銀行などの登録金融機関は、投資者保護基金には加入しておりません。

＜基準価額の主な変動要因＞

当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、実質的に債券など値動きのある有価証券ならびに世

界各国の取引所に上場されている様々な先物取引等デリバティブ取引を行いますので、当ファンドの

基準価額は変動します。したがって、元本が保証されているものではなく、これを割り込むことがあり

ます。

当ファンドおよび当ファンドが投資する投資信託証券の基準価額の変動要因の主なものは、以下の

通りです。

①　価格変動リスク

当ファンドは、投資信託証券を通じて、債券などの有価証券への投資ならびに先物取引等デリバ

ティブ取引および為替取引を行いますので、組入資産の値動き、市場金利の変動、先物取引等デリバ

ティブ取引に伴う相手方の財務状態等の変化ならびにこれらに関連する外部評価の変化および為替

相場の変動等の影響を受け、当ファンドの基準価額が値下がりする場合があります。
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②　デリバティブ取引に伴うリスク

当ファンドは、投資信託証券を通じて、デリバティブ取引を行います。一般にデリバティブ取引は

少額の投資資金で、その数倍の取引を行うことが可能です。したがって、当該デリバティブ取引にお

いては、小さな値動きでも、多額の利益または損失をもたらす可能性があります。また、流動性に欠け

る場合には、清算できない可能性があります。なお、当ファンドが投資する外国投資信託証券におい

ては、商品先物取引を行います。商品先物取引は、さまざまな要因（商品の需給関係の変化、天候、農

業生産、為替相場、金利の変動および政治的・経済的事由等）に基づいて変化するため有価証券関連

の先物取引等とは値動きが異なります。

③　流動性リスク

組入有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場規模の縮小や市場動向によっては、組

入有価証券が当初期待される価格での取引もしくは機動的な売買ができないことがあり、当ファン

ドの基準価額に悪影響を及ぼすことがあります。

また、当ファンドが投資する外国投資信託証券における取得申込みおよび解約（換金）請求は、原

則として週次で行われますので、申込みもしくは解約（換金）できない事態が発生した場合には、当

ファンドの運用に支障をきたす可能性があります。

④　為替変動リスク

当ファンドが投資する外国投資信託証券は、為替（通貨）そのものを取引の対象としているため、

為替相場の変動による影響を受けます。為替相場は短期間に大幅に変動することがあり、当ファンド

の基準価額が値下がりする要因となります。為替相場は、一般に、外国為替市場の需給関係、世界各国

への投資メリットの差異、金利の変動もしくはその他の様々な国際的要因により変動します。また、

為替相場は、各国政府・中央銀行による介入、通貨管理規制等の政策的な要因によっても変動する場

合があります。

⑤　金利変動リスク

当ファンドは、投資信託証券を通じて、債券に投資しますので、金利変動の影響を受けます。一般に

金利が上昇した場合には、既に発行され流通している債券の価格は下落します。また、残存期間の長

い債券の方が短い債券より金利の変化率が高い傾向にあります。したがって、金利上昇は、当ファン

ドが投資する投資信託証券の基準価額に影響を及ぼし、当ファンドの基準価額が値下がりする要因

となります。

⑥　信用リスク

有価証券の発行体において、経営不振、その他の理由により債務不履行が発生した場合、またはそ

うした事態が予測される場合等には、当該発行体が発行する有価証券の価格は大きく下落し、当ファ

ンドの基準価額が値下がりすることがあります。

⑦　売建てによる運用に伴うリスク

当ファンドが投資する外国投資信託証券においては、売建ても行います。売建てとは、先物や先渡

市場で、売建てを行い、後日、それらが値下がりした時点で反対売買を行うことで利益を得ることを

期待して行う取引です。売建ての投資対象の価格が下落する時には利益が生じますが、値上りする場

合、損失を被るリスクを伴います。

⑧　解約による資金流出に伴うリスク

一部解約金の支払資金を手当てするために、当ファンドが投資している投資信託証券が組入れて

いる有価証券等を大量に売却する場合があります。この場合、市場規模や市場動向によっては、有価

証券等を当初期待された価格で売却できないことがあり、当ファンドが投資する投資信託証券およ

び当ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。また、主要投資対象とする投資信託証券に

対し、多額の追加設定、一部解約等がなされた場合の資金動向により、当ファンドの基準価額や運用

が影響を受ける場合があります。

（ご注意）以上は、基準価額の主な変動要因であり、変動要因はこれに限られるものではありません。

＜その他の留意点＞
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①　ファンド運営上のリスク

（A）取得申込みの受付の中止・取消、解約の受付の中止

委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他

やむを得ない事情があるときは、受益権の取得申込みの受付を中止することがあり、また、既に受付

けた取得申込みの受付を取消す場合があります。また、同様の理由により、解約の申込みの受付を中

止する場合があります。

（B）信託の途中終了

委託会社は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が10億口を

下回る場合、この信託が主要投資対象とする外国投資信託受益証券が存続しないこととなる場合、ま

たは、受益者のために有利と認める場合、もしくはその他やむを得ない事情等が発生したときは、信

託期間の途中でも信託を終了し繰上償還させる場合があります。

（C）外国籍投資信託証券

当ファンドが投資対象とする外国籍投資信託証券は、海外の運用会社が運用をしております。当該

運用会社の業務または財産の状況の変化、運用担当者の交代、その他の理由により、運用に支障が出

る場合があります。

②　販売会社、受託会社等関係法人に関する留意点

（A）販売会社

委託会社と販売会社は、ファンドの受益権の募集等について、契約を締結しており、受益者の購入

資金は、販売会社を通じて、ファンドに振り込まれますので、当該ファンドに着金するまでは、委託会

社および受託会社において責任を負いません。また、収益分配金、一部解約金、償還金の支払いについ

ても、販売会社へ支払った後の受益者への支払いについては、委託会社および受託会社は責任を負い

ません。

委託会社は、販売会社とは別法人であり、委託会社は設定・運用について、販売会社は販売（お申

込代金の預かり等を含みます。）について、それぞれの責任を負い、互いに他についての責任を負い

ません。

（B）受託会社

委託会社と受託会社は、ファンドの信託契約を締結しており、収益分配金、一部解約金、償還金の支

払いは、委託会社の指示により、ファンドから販売会社の指定口座に支払われます。ファンドから、販

売会社の指定口座への支払いをした後は、受託会社は、当該収益分配金、一部解約金、償還金について

の責任を負いません。

受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社が辞任した

後、またはその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があり裁判所

が受託会社を解任した後、委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は当ファンドの信

託を終了させます。

③　収益分配に係る留意点

ファンドの収益分配金は、収益分配方針に基づいて、委託会社が決定します。

委託会社の判断により、基準価額の水準、市場動向等、分配対象収益の水準によって分配を行わな

い場合があります。

（2）投資リスクに対する管理体制

ファンドの運用状況につきましては、パフォーマンス分析・評価の結果を投資委員会に報告し、審議

を行います。また、コンプライアンス上のリスク、当社の業務において発生しうるあらゆるリスクにつ

いて、原則として月に一度開催される内部統制委員会に報告されます。同委員会では上記リスク事項の

確認や当社の対応、改善策等について協議または決議します。また、その内容は必要に応じて取締役会

へ報告、提案されます。

なお、実務においては、各部門においてそれぞれの責任者のもと、日次ベースでリスク管理を綿密に

行います。
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※上記の管理体制は、平成22年５月31日現在のものであり、今後変更となる可能性があります。

＜トランストレンド社の投資リスクに対するリスクコントロール＞

◇リスク評価の方法

・投資対象の価格データの定量分析により、投資対象の市場リスクを計算します。

・価格反転が大規模かつ同時に発生した場合のインパクトを推定し、その推定値がポートフォリオ

全体の一定限度に留まるよう調整します。

・高度に分散化したポートフォリオを構築し、不測事態の損失を最小化します。

◇極端なイベント発生時の対処

極端なイベント発生時には、マネジメントによる裁量執行を実施することがあります。

※上記は、平成22年５月31日現在のものであり、今後変更となる可能性があります。

４【手数料等及び税金】

（1）【申込手数料】

取得申込受付日の翌営業日の基準価額にお申込口数を乗じて得た額（「取得金額」といいます。）

に、5.25％（税抜5.00％）の率を上限として販売会社が定める手数料率を乗じて得た額とします。

なお、自動けいぞく投資契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の取得する口数については、手

数料はかかりません。自動けいぞく投資契約の取扱いについては、販売会社または後記「照会先」の委

託会社にお問い合わせください。

（2）【換金（解約）手数料】

①　ご換金（解約）手数料

ありません。

②　信託財産留保額

換金（解約）受付日の翌営業日の基準価額に対して0.50％の率を乗じて得た額を信託財産留保額

として控除します。

（3）【信託報酬等】

①　当ファンドが負担する実質的な信託報酬　
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当ファンドが負担する実質的な信託報酬率（概算）は、年4.3075％（税抜　年4.22％）±0.20％で

す。

（内訳）

当ファンド 年1.8270％（税抜　年1.74％）

投資信託証券（注） 年2.4805％（税抜　年2.48％）

計 年4.3075％（税抜　年4.22％）

（注）投資信託証券の報酬率は、当ファンドが投資する投資信託証券の信託報酬率を、基本投資配分

比率で加重平均して計算した概算値です。ただし、この値はあくまで目安であり、当ファンドに

おける実際の投資信託証券の組入れ状況等によって±0.20％程度変動しますので、受益者が負

担する実質的な信託報酬も変動します。

②　当ファンドにおける信託報酬の内訳および支払方法

委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、以下により計算

され、毎計算期間を最初の６ヵ月とその翌日から計算期間末までに区分した各期間の末日または信

託終了のときに、信託財産から支払います。

日々の信託財産の純資産総額×年1.827％（税抜　年1.74％）

信託報酬の配分は、次の通りです。

委託会社 受託会社 販売会社

年0.735％

（税抜　年0.70％）

年0.042％

（税抜　年0.04％）

年1.05％

（税抜　年1.00％）

委託会社および販売会社への報酬は、ファンドから委託会社へ支払われ、販売会社への報酬は、委

託会社から、販売会社が行う業務に対する代行手数料として支払われます。

受託会社の報酬は、ファンドから受託会社に支払われます。

＜参考＞ 当ファンドが投資する投資信託証券において、以下の信託報酬がかかります。

投資信託証券の名称 信託報酬率（年率）

トランストレンド・エンハンスト・リスク・シリーズ・トラスト・クラ

スＡ　ＴＥＲ　ユニット（英文名：TRANSTREND ENHANCED RISK Series

Trust CLASS A TER UNITS （FOR FUND OF FUNDS ONLY））（注）

年2.60％

ユナイテッド日本債券ベビーファンド

（適格機関投資家向け）
年0.21％

（税抜 0.20％）

（注）「トランストレンド・エンハンスト・リスク・シリーズ・トラスト・クラスＡ　ＴＥＲ　ユ

ニット」においては、信託報酬のほか、毎月の運用実績のハイ・ウォーター・マーク超過分に対

して20％の実績報酬がかかります。

（4）【その他の手数料等】

①　当ファンドの組入有価証券の売買に係る売買委託手数料ならびに外国投資信託証券に係る保管費

用等は、受益者の負担とし、信託財産中から支払われます。

②　信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、受益者の負担とし、当ファンドの計算期間を通じて毎

日、当該計算期間の日数で除して計算し、毎計算期間を最初の６ヵ月とその翌日から計算期間末まで

に区分した各期間の末日または信託終了のとき、当該消費税等相当額とともに信託財産中から支払

われます。

③　信託財産に関する租税、信託事務の処理等に要する諸費用（法律顧問・税務顧問への報酬、印刷費

用、郵送費用、公告費用、格付費用、受益権の管理事務に関連する費用等を含みます。以下「諸経費」

といいます。）および諸経費にかかる消費税等相当額ならびに受託会社の立替えた立替金の利息は
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信託財産中から支払われます。

④　信託財産において一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行った場

合、当該借入金の利息は信託財産中から支払われます。

⑤　投資する投資信託証券において上記①から④の費用と同様の費用がかかり、当該費用は、投資する

投資信託証券の信託財産中から支払われます。また、投資する投資信託証券には、実績報酬が発生す

るものがあります。その場合には、当該投資信託証券の信託財産中から支払われます。

上記その他の手数料等は、運用の状況等により変動するため、料率、上限率等をあらかじめ表示する

ことができません。

受益者が負担する手数料などの合計額については、保有期間や運用の状況などに応じて異なるため、

あらかじめ表示することができません。

上記手数料等については、販売会社もしくは後記「照会先」の委託会社までお問い合わせください。

（5）【課税上の取扱い】

日本の居住者（法人を含みます。）である受益者に対する投資信託の課税については、下記の取扱い

となります。なお、税法が改正された場合には、下記の内容が変更になることがあります。課税上の取扱

いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めいたします。

※当ファンドは、税法上、株式投資信託として区分されます。

①　個別元本方式について

（A）追加型株式投資信託については、受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含

まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。

（B）受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行

うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一ファンドを

複数の販売会社で取得する場合については、販売会社毎に個別元本の算出が行われます。また、同一

販売会社であっても同一受益者の顧客口座が複数存在する場合や、「自動けいぞく投資コース」と

「一般コース（「分配金受取コース」等別の名称で同様の方式を含みます。）」の両コースで取得

する場合には、別々に個別元本の算出が行われる場合があります。

（C）受益者が特別分配金を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該特別分配金を控

除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。（特別分配金については、「②　収益分配

時における課税上の取扱いについて」をご確認ください。）

②　収益分配時における課税上の取扱いについて

追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いになる「特

別分配金」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。

受益者が収益分配金を受取る際、（A）当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本

と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通

分配金となり、（B）当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合

には、その下回る部分の額が特別分配金となり、当該収益分配金から当該特別分配金を控除した額が

普通分配金となります。

③　一部解約時および償還時における課税上の取扱いについて

個人の受益者の場合、一部解約（換金）時および償還時の譲渡益（一部解約価額および償還価額

から取得費（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等を含みます。）を控除した利益）

が課税対象となります。

法人の受益者の場合、一部解約時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。

④　個人、法人別の課税上の取扱いについて
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（A）個人の受益者に対する課税

◇収益分配金に対する課税

収益分配金のうちの課税扱いとなる普通分配金は、配当所得として、平成23年12月31日までは10％

（所得税７％および地方税３％）、平成24年１月１日以降は20％（所得税15％および地方税５％）

の税率による源泉徴収が行われ、申告不要制度が適用となります。なお、確定申告を行い、総合課税ま

たは申告分離課税のいずれかを選択することもできます。

◇一部解約（換金）時および償還時に対する課税

一部解約時および償還時の差益（譲渡益）に対し、平成23年12月31日までは10％（所得税７％お

よび地方税３％）、平成24年１月１日以降は20％（所得税15％、地方税５％）の税率による申告分離

課税が適用されます。ただし、特定口座（源泉徴収選択口座）の利用も可能です。

一部解約（換金）時および償還時の損失については、収益分配金、上場株式等にかかる譲渡益との

損益通算が可能です。

なお、損益通算および買取りの取扱い等につきましては、販売会社にお問い合わせください。

（B）法人の受益者に対する課税

収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約（換金）時および償還時の個別元

本超過額については、平成23年12月31日までは７％（所得税７％）、平成24年１月１日以降は15％

（所得税15％）の税率で源泉徴収されます。なお、地方税の源泉徴収はありません。

※上記の内容は、税法の改正等により、変更されることがあります。
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５【運用状況】

以下は、平成22年５月31日現在の投資状況です。

投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいい、「国・地域」は発行体の国

籍を示しております。

（1）【投資状況】

資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）

投資信託受益証券 日本 141,236,404 7.08

ケイマン 1,842,248,012 92.33

現金・預金・その他の資産（負債控除後） 11,832,495 0.59

合計（純資産総額） 1,995,316,911 100.00

（参考情報）ファンドが投資する投資信託受益証券の投資状況

ユナイテッド日本債券ベビーファンド（適格機関投資家向け）

資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）

親投資信託受益証券 日本 959,047,304 99.32

現金・預金・その他の資産（負債控除後） 6,561,988 0.68

合計（純資産総額） 965,609,292 100.00

＜親投資信託受益証券の投資状況＞

ユナイテッド日本債券マザーファンド

資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）

国債証券 日本 660,294,200 68.85

地方債証券 日本 101,789,000 10.61

特殊債券 日本 90,806,006 9.47

社債券 日本 100,549,000 10.48

現金・預金・その他の資産（負債控除後） 5,623,934 0.59

合計（純資産総額） 959,062,140 100.00

（2）【投資資産】

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位
国・
地域

種類 銘柄名
数量

（口数）

帳簿価額

単価

（円）

帳簿価額

金額

（円）

評価額

単価

（円）

評価額

金額

（円）

投資

比率

（％）

1
ケイ
マン

投資信託
受益証券

トランストレンド・エン
ハンスト・リスク・シ
リーズ・トラスト・クラ
スＡ　ＴＥＲ　ユニット

2,026,898,4620.96161,949,065,5610.90891,842,248,01292.33
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2 日本
投資信託
受益証券

ユナイテッド日本債券ベ
ビーファンド（適格機関
投資家向け）

136,079,0101.0301140,187,8721.0379141,236,4047.08

種類別投資比率

種類 投資比率（％）

投資信託受益証券 99.41

合計 99.41

②【投資不動産物件】

該当事項はありません。

③【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

（参考情報）ユナイテッド日本債券ベビーファンド（適格機関投資家向け）の投資資産

①　ユナイテッド日本債券ベビーファンド（適格機関投資家向け）の投資有価証券の主要銘柄

順
位
国・
地域

種類 銘柄名
数量
（口数）

帳簿価額
単価
（円）

帳簿価額
金額
（円）

評価額
単価
（円）

評価額
金額
（円）

投資
比率
（％）

1 日本
親投資信
託受益証
券

ユナイテッド日本
債券マザーファン
ド

843,711,8891.1258949,850,8451.1367959,047,30499.32

ユナイテッド日本債券ベビーファンド（適格機関投資家向け）の種類別投資比率

種類 投資比率（％）

親投資信託受益証券 99.32

合計 99.32

②　ユナイテッド日本債券ベビーファンド（適格機関投資家向け）の投資不動産物件

該当事項はありません。

③　ユナイテッド日本債券ベビーファンド（適格機関投資家向け）のその他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

＜親投資信託受益証券の投資資産＞

ユナイテッド日本債券マザーファンドの投資資産

①　ユナイテッド日本債券マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄

順位
国・
地域

種類 銘柄名
数量

（券面総額）

帳簿価
額単価
（円）

帳簿価額
金額
（円）

評価額
単価
（円）

評価額
金額
（円）

利率
（％）

償還期限
投資
比率
（％）

1 日本
国債
証券

第282回利付国債
（10年）

100,000,000106.30106,309,000106.64106,643,0001.7 2016/09/2011.12

2 日本
国債
証券

第58回利付国債
（20年）

100,000,000104.48104,485,000103.99103,991,0001.9 2022/09/2010.84

3 日本
国債
証券

第301回利付国債
（10年）

100,000,000102.15102,152,000103.20103,206,0001.5 2019/06/2010.76

4 日本
国債
証券

第291回利付国債
（10年）

100,000,000101.98101,989,000103.13103,138,0001.3 2018/03/2010.75

5 日本
地方
債証券

第28回大阪府公募
公債（５年）

100,000,000101.91101,917,000101.78101,789,0001.3 2012/03/2910.61

6 日本 社債券

第５回トヨタ自動
車株式会社無担保
社債（社債間限定
同等特約付）

100,000,000100.84100,844,000100.54100,549,0002.072010/09/2010.48

7 日本
国債
証券

第47回利付国債
（５年）

100,000,000100.08100,086,000100.01100,017,0000.5 2010/06/2010.43

EDINET提出書類

ユナイテッド投信投資顧問株式会社(E11776)

有価証券報告書（内国投資信託受益証券）

22/65



8 日本
特殊
債券

第14回貸付債権担
保Ｓ種住宅金融支
援機構債券

88,689,000101.5390,045,941102.3890,806,0061.7 2032/05/109.47

9 日本
国債
証券

第30回利付国債
（30年）

60,000,000100.6160,367,200103.9662,376,6002.3 2039/03/206.50

10 日本
国債
証券

第109回利付国債
（20年）

50,000,00096.7648,380,50098.6349,317,0001.9 2029/03/205.14

11 日本
国債
証券

第69回利付国債
（20年）

30,000,000104.0431,213,800105.3531,605,6002.1 2024/03/203.30

ユナイテッド日本債券マザーファンドの種類別投資比率

種類 投資比率（％）

国債証券 68.85

地方債証券 10.61

特殊債券  9.47

社債券 10.48

合計 99.41

②　ユナイテッド日本債券マザーファンドの投資不動産物件

該当事項はありません。

③　ユナイテッド日本債券マザーファンドのその他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

（3）【運用実績】

①【純資産の推移】

平成22年５月31日および同日前１年以内における各月末ならびに下記の計算期末純資産の推移は次

の通りです。

期 年月日

純資産総額

（円）

（分配落）

純資産総額

（円）

（分配付）

１口当たり

純資産額

（円）

（分配落）

１口当たり

純資産額

（円）

（分配付）

第1期 （平成22年４月15日） 2,309,206,0022,309,206,0020.9486 0.9486

平成21年６月末日 3,039,901,909 － 1.0000 －

平成21年７月末日 3,408,013,348 － 0.9607 －

平成21年８月末日 3,894,496,449 － 0.9741 －

平成21年９月末日 3,948,949,736 － 0.9648 －

平成21年10月末日 3,563,407,617 － 0.9217 －

平成21年11月末日 3,428,695,110 － 0.9359 －

平成21年12月末日 3,006,889,383 － 0.8859 －

平成22年１月末日 2,742,146,613 － 0.8278 －

平成22年２月末日 2,538,412,662 － 0.8431 －

平成22年３月末日 2,305,059,918 － 0.9237 －

平成22年４月末日 2,132,314,247 － 0.9313 －

平成22年５月末日 1,995,316,911 － 0.8986 －

②【分配の推移】
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期 １口当たりの分配金（円）

第１期 0.0000

③【収益率の推移】

期 収益率（％）

第１期 △5.1

（4）【設定及び解約の実績】

期 設定数量（口） 解約数量（口）

第１期 4,166,446,531 1,732,051,234

（注１）本邦外における設定、解約の実績はありません。

（注２）設定口数には当初募集期間中の設定口数を含みます。

（参考情報）　運用実績
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第２【管理及び運営】

１【申込（販売）手続等】

販売会社に取引口座を開設のうえ、お申込みを行うことができます。

（1）お申込みの受付は、毎週木曜日を取得申込日の午後３時までとし、これらの受付時間を過ぎた場合

は、次回の取得申込日の取扱いとなります。

ただし、信託約款に定める「別に定める申込不可日」
※1
においては、取得申込みの受付を行わない

こととします。

（2）ファンドの取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたはあらかじめ、自己のために開設され

たファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込

者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払い

と引き換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができま

す。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載

または記録をするため、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）に定める事

項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった

場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会

社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機

関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。詳しくは販売会社にお問い合わせくだ

さい。

（3）自動けいぞく投資コースのお申込みに際しては、当ファンドに係る自動けいぞく投資契約（別の名

称で同様の権利義務を規定する契約を含みます。以下同じ。）を当該販売会社との間で結んでいただ

きます。また、販売会社によっては、当該自動けいぞく投資コースの取扱いがない場合がありますの

で、販売会社または後記「照会先」の委託会社にお問い合わせください。

（4）お申込単位は、最低単位を500万口以上１口単位もしくは500万円以上１円単位として各販売会社が

定める単位とします。また、取得申込の単位は販売会社によって異なります。各販売会社の取扱単位は

販売会社または後記「照会先」の委託会社にお問い合わせください。

（5）取得申込金額は、お申込受付日の翌営業日の基準価額
※2
に申込口数を乗じて得た額に、販売会社が

定めるお申込手数料およびお申込手数料にかかる消費税等相当額を加算した価額とします。

（6）自動けいぞく投資契約に基づき、収益分配金を再投資する際は、１口単位で購入できるものとしま

す。なお、その際の受益権の価額は、原則として各計算期間終了日の基準価額とし、無手数料とします。

（7）金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない

事情があるときは、委託会社は、受益権の取得申込の受付を中止すること、およびすでに受付けた取得

申込みの受付を取消すことができます。

２【換金（解約）手続等】

（1）受益者は、自己に帰属する受益権につき、最低単位を１口以上１口単位もしくは１円以上１円単位

として一部解約の実行を請求することができます。なお、解約単位は、販売会社およびお申込みコース

により異なる場合があります。

（2）受益者は、一部解約の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。

委託会社は、一部解約の実行の請求を受付けた場合は、この信託契約の一部を解約します。その際、受

益者は、振替制度にかかる口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの

信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数

の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減

少の記載または記録が行われます。

（3）一部解約の請求は、毎週木曜日を一部解約の実行の請求日の午後３時までとし、これらの受付時間

を過ぎた場合は、次回の一部解約の実行の請求日の取扱いとなります。

ただし、信託約款に定める「別に定める申込不可日」
※1
においては、一部解約の請求の受付を行わ

ないこととします。
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（4）一部解約の価額は、一部解約請求受付日の翌営業日の基準価額
※2
から当該基準価額に0.50％の率

を乗じて得た額を信託財産留保額として控除した価額とします。なお、受益者の１口当たりのお受取

金額は、当該一部解約の価額から所定の税金を差し引いた金額となります。

（5）解約代金は、受益者の請求を受付けた日から起算して、原則として、９営業日目から販売会社におい

て受益者にお支払いいたします。

（6）信託財産の資金管理を円滑に行うために１億口または１億円以上の解約につきましては、正午まで

にお願いいたします。

（7）金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない

事情があるときは、委託会社は、一部解約の実行の請求の受付を中止すること、およびすでに受付けた

一部解約の実行の請求の受付を取消すことができます。

この場合、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただ

し、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該

受付中止を解除した後の最初の一部解約の実行の請求日に一部解約の実行の請求を受付けたものと

して、前記④の規定に準じた価額とします。

（8）買取り（買取請求制）

販売会社によっては、上記の解約請求による換金のほか、買取請求（販売会社が受益権を買取る方

法により換金する方法）による換金を受付けている場合があります。買取請求制による換金をご検討

される際は、あらかじめ詳しい条件等について、取扱いを行う販売会社にご確認ください。

※１　別に定める申込不可日

取得申込日もしくは一部解約の実行の請求日から翌週月曜日までの間にルクセンブルグもしく

はケイマン諸島の銀行休業日が存在する場合には、委託会社は、申込不可日を設けることができる

ものとします。「別に定める申込不可日」とは、次の日をいいます。

平成22年９月23日

平成22年10月28日

平成22年11月11日

平成22年12月23日

平成23年１月20日

平成23年４月21日

平成23年６月２日

平成23年６月９日

平成23年６月23日

平成23年８月12日

平成23年11月10日

平成23年12月22日

※２　基準価額の照会方法については、「第２　管理及び運営　３　資産管理等の概要　（1）資産の評

価　②　基準価額の算出頻度および公表」をご参照ください。
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３【資産管理等の概要】

（1）【資産の評価】

①　基準価額の算出方法

基準価額とは、ファンドの計算日の純資産総額
※
を、当該計算日における受益権総口数で除した金

額をいいます。

※　信託財産に属する資産を法令および社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た

信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

②　基準価額の算出頻度および公表

基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。また、基準価額は、原則として計算日翌

日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。なお、基準価額は１万口単位で表示されるものが発表され

ます。

基準価額に対する照会は、販売会社または後記「照会先」の委託会社までお問い合わせください。

（2）【保管】

ファンドの受益権は社振法の規定の適用を受け、受益権の帰属は振替機関等の振替口座簿に記載ま

たは記録されることにより定まるため、原則として受益証券は発行されません。したがって、受益証券

の保管に関する該当事項はありません。

（3）【信託期間】

当ファンドの信託期間は、平成31年10月15日（委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受

益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議の上、信託期間を延長することができます。）まで

とします。ただし、「（5）その他　①　信託契約の解約」の規定にしたがい信託を終了することがあり

ます。

（4）【計算期間】

当ファンドの計算期間は、毎年４月16日から４月15日までとします。ただし、最終計算期間の終了日

は、約款に定める信託期間の終了日とします。

なお、各計算期間終了日が休業日（以下「該当日」といいます。）のとき、各計算期間終了日は該当

日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始します。

（5）【その他】

①　信託契約の解約

（A）委託会社は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が10億口

を下回る場合、またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、もし

くは、やむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意の上、この信託契約を解約し、信託を終

了させることができます。この場合において、委託会社はあらかじめ、解約しようとする旨を監督

官庁に届出ます。

（B）委託会社は、信託期間中において、この信託が主要投資対象とする外国投資信託受益証券が存続

しないこととなる場合には、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させます。

この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。

（C）委託会社は、上記（A）の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行

います。（書面決議については、後述「⑤　書面決議」をご確認ください。）

（D）委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託

契約を解約し信託を終了させます。

②　委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い

委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事

業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させるこ

とがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
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③　受託会社の辞任および解任に伴う取扱い

受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に

違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があり、受託会社が辞任した場合、ま

たは裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、後述「④　信託約款の変更」の規定にしたがい

新受託会社を選任します。

ただし、受託会社が辞任した後、委託会社が新受託会社を選任できないとき、委託会社はこの信託

契約を解約し、信託を終了させます。

④　信託約款の変更

（A）委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、

受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合（投資信託

及び投資法人に関する法律第16条第２号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいま

す。以下同じ。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨および

その内容を監督官庁に届け出ます。なお、信託約款は、信託約款に定められている「信託約款の変

更等」に記載されている以外の方法によって変更することができないものとします。

（B）委託会社は、（A）の事項（（A）の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合

に限ります。以下、併合と合わせて「重大な約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行

います。（書面決議については、後述「⑤　書面決議」をご確認ください。）

（C）（A）および（B）の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合

であっても、当該併合に係る一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決さ

れた場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。

（D）委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更するときは、上記（A）から（C）までの

規定にしたがいます。

⑤　書面決議

（A）委託会社は、信託契約の解約、重大な約款の変更等に対して書面決議を行います。この場合におい

て、あらかじめ、書面決議の日ならびに内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２

週間前までに、この信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載し

た書面決議の通知を発します。

（B）上記（A）の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益

権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下、本（B）において

同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れてい

る受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するもの

とみなします。

（C）書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権の３

分の２以上に当たる多数をもって行います。

（D）（A）から（C）までの規定は、委託会社が信託契約の解約および重大な約款の変更等について提

案をした場合において、当該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的

記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状況に照らし、真にや

むを得ない事情が生じている場合であって、（A）から（C）までの手続きを行うことが困難な場

合も同様とします。

（E）書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。

⑥　公告

委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。

⑦　運用報告書

委託会社は、毎計算期末および償還時に運用報告書を作成し、知れている受益者に交付します。

⑧　関係法人との契約

（A）受託会社との証券投資信託契約の有効期間は、信託約款中に定める信託の終了する日までとしま

す。ただし、期間の途中においても、必要のあるときは、契約の一部変更または信託契約の解約を行

うことができます。
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（B）委託会社と販売会社との間で締結される投資信託受益権の取扱いに関する契約の期間は、契約締

結日から１年間とします。但し、期間満了の３ヵ月前（または60日前）までに、委託会社および販

売会社のいずれからも何ら意思表示のないときは、自動的に１年間更新されるものとし、自動延長

後の取扱いについてもこれと同様とします。受益権の取扱いに関する契約は当事者の合意により

変更されることがあります。

⑨　信託事務処理の再信託

受託会社は、当ファンドにかかる信託事務の処理の一部について、再信託受託会社と再信託契約を

締結し、これを委託しております。

⑩　他の受益者の氏名等の開示の請求の制限

受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行うことはできませ

ん。

（A）他の受益者の氏名または名称および住所

（B）他の受益者が有する受益権の内容

４【受益者の権利等】

当ファンドの受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。この受益権は、信託の

日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。

受益者の有する主な権利は次の通りです。

（1）収益分配金に対する請求権

①　受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて委託会社に請求する権利を有します。

②　収益分配金は、委託会社が収益分配金を支払う旨を決定した計算期間終了後１ヵ月以内の委託会社

が指定する日までに、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者

（当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きま

す。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前の

ため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者としま

す。）に支払いを開始します。なお、「自動けいぞく投資コース」を選択された場合、収益分配金は、

原則として、税金を差し引いた後自動的に無手数料で再投資され、再投資により増加した受益権は、

振替口座簿に記載または記録されます。

③　収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。

④　受益者が収益分配金について支払開始日から５年間その支払いを請求しないときは、その権利を失

います。

（2）一部解約請求権

受益者は、自己に帰属する受益権につき、販売会社を通じて委託会社に一部解約の実行を請求する権

利を有します。

（3）償還金に対する請求権

①　受益者は、償還金を持分に応じて委託会社に請求する権利を有します。

②　償還金は信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日までに、償還日において振替機関等の振

替口座簿に記載または記録されている受益者（当該償還日以前において一部解約が行われた受益権

にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため
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販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）

に支払いを開始します。

③　償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。

④　受益者が、信託終了による償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、

その権利を失います。

（4）反対者の買取請求権

信託契約の解約または重大な信託約款の変更を行う場合において、書面決議の議案に反対した受益者

は、販売会社を通じて、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請

求することができます。

（5）帳簿書類の閲覧・謄写の請求権

受益者は、委託会社に対して、その営業時間内に当該受益者に係る信託財産に関する帳簿書類の閲覧

または謄写を請求することができます。

第３【ファンドの経理状況】

（1） 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省

令第59号）並びに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年

総理府令第133号）に基づいて作成しております。

　　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

（2） 当ファンドの第一計算期間は、約款第28条の規定により、平成21年６月30日から平成22年４月15日ま

でとしております。

（3） 当ファンドは、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１期計算期間（平成21年６月

30日から平成22年４月15日まで）の財務諸表について、新日本有限責任監査法人による監査を受けて

おります。
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１【財務諸表】
　　　　　　　　　　トレンド・フォロー・オープン（積極型）

(1)【貸借対照表】
（単位：円）

第１期
(平成22年４月15日現在)

資産の部

流動資産

コール・ローン 121,143,442

投資信託受益証券 2,261,081,931

未収利息 265

流動資産合計 2,382,225,638

資産合計 2,382,225,638

負債の部

流動負債

未払解約金 58,243,123

未払受託者報酬 325,637

未払委託者報酬 13,839,559

その他未払費用 611,317

流動負債合計 73,019,636

負債合計 73,019,636

純資産の部

元本等

元本 2,434,395,297

剰余金

期末剰余金又は期末欠損金（△） △125,189,295

元本等合計 2,309,206,002

純資産合計 2,309,206,002

負債純資産合計 2,382,225,638
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(2)【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）

第１期
自　平成21年６月30日
至　平成22年４月15日

営業収益

受取利息 121,500

有価証券売買等損益 △207,918,069

営業収益合計 △207,796,569

営業費用

受託者報酬 1,075,243

委託者報酬 45,697,524

その他費用 1,610,400

営業費用合計 48,383,167

営業損失（△） △256,179,736

経常損失（△） △256,179,736

当期純損失（△） △256,179,736

一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△） △151,318,536

期首剰余金又は期首欠損金（△） －

剰余金増加額又は欠損金減少額 13,979,864

当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
少額

13,979,864

剰余金減少額又は欠損金増加額 34,307,959

当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
加額

34,307,959

分配金 －

期末剰余金又は期末欠損金（△） △125,189,295
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（3）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

項目
第１期

自　平成21年６月30日
至　平成22年４月15日

有価証券の評価基準および評価方法 投資信託受益証券
　移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価に
あたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価し
ております。

（貸借対照表に関する注記）

項目
第１期

（平成22年４月15日現在）

１．投資信託財産に係る期首元本額、期中追加
設定元本額および期中一部解約元本額

期首元本額 3,039,890,250円

期中追加設定元本額 1,126,556,281円

期中一部解約元本額 1,732,051,234円

２．元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、
その差額は125,189,295円であります。

３．計算期間末日における受益権の総数 2,434,395,297口

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

項目
第１期

自　平成21年６月30日
至　平成22年４月15日

分配金の計算過程

費用控除後の配当等収益額 0円

費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券
売買等損益額

0円

収益調整金額 0円

分配準備積立金額 0円

当ファンドの分配対象収益額 0円

当ファンドの期末残存口数 2,434,395,297口

1万口当たり収益分配対象額 0円

1万口当たり分配金額 0円

収益分配金金額 0円

（金融商品に関する注記）

項目

第１期
自　平成21年６月30日

至　平成22年４月15日

１．金融商品の状況に関する事項 ・金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項
に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方
針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用するこ
とを目的としております。
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・金融商品の内容およびその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は「（有価証券関係に関す
る注記）」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替
変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び
流動性リスク等に晒されております。

・金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においてはリスク管理に関する委員会を設け、信託約款
等の遵守状況や、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモ
ニタリングを行い、その結果に基づき運用部門その他関連部署へ
の管理を行っております。

・金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がな
い場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価
額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異な
る前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

２．金融商品の時価等に関する事項 ・貸借対照表計上額、時価及びその差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されてい
るため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

・時価の算定方法
投資信託受益証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に記載しており
ます。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似
していることから、当該帳簿価額を時価としております。

（有価証券関係に関する注記）

売買目的有価証券

種類

第１期
自　平成21年６月30日
至　平成22年４月15日

損益に含まれた評価差額（円）

投資信託受益証券 △66,379,962

合計 △66,379,962

（デリバティブ取引等関係に関する注記）

該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（１口当たり情報）

項目
第１期

（平成22年４月15日現在）

１口当たり純資産の額 0.9486円

（1万口当たり） （9,486円）

（4）【附属明細表】

第１　有価証券明細表

①　株式

該当事項はありません。
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②　株式以外の有価証券

種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考

投資信託
受益証券

日本円 トランストレンド・エンハンスト・
リスク・シリーズ・トラスト・クラ
スＡ　ＴＥＲ　ユニット

2,184,940,7682,101,039,042

ユナイテッド日本債券ベビーファン
ド
（適格機関投資家向け）

155,441,812160,042,889

合　計 2,340,382,5802,261,081,931

　（注）投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

（参考）

当ファンドは、「ユナイテッド日本債券ベビーファンド（適格機関投資家向け）」投資信託受益証

券及び「トランストレンド・エンハンスト・リスク・シリーズ・トラスト・クラスＡ　ＴＥＲ　ユニッ

ト」（ケイマン籍）投資信託受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上され

た「投資信託受益証券」は、これら投資信託の受益証券です。なお、「ユナイテッド日本債券ベビー

ファンド（適格機関投資家向け）」は、「ユナイテッド日本債券マザーファンド」受益証券を主要投

資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同親投資信

託の受益証券です。

「トランストレンド・エンハンスト・リスク・シリーズ・トラスト・クラスＡ　ＴＥＲ　ユニット」

は、当ファンドの財務諸表作成段階で決算を迎えておりますが当該ファンドの独立監査人による監査

は未了なため、入手可能な決算報告書はありません。

参考として、「ユナイテッド日本債券ベビーファンド（適格機関投資家向け）」及び「ユナイテッ

ド日本債券マザーファンド」の状況を掲載いたします。

ユナイテッド日本債券ベビーファンド（適格機関投資家向け）の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

（1）貸借対照表

区分
（平成22年４月14日現在）

金額（円）

資産の部

流動資産

コール・ローン 42,049,041

親投資信託受益証券 966,154,421

未収利息 92

流動資産合計 1,008,203,554

資産合計 1,008,203,554

負債の部

流動負債
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未払受託者報酬 42,823

未払委託者報酬 64,224

その他未払費用 35,080

流動負債合計 142,127

負債合計 142,127

純資産の部

元本等

元本 979,088,796

剰余金

剰余金又は欠損金（△） 28,972,631

元本等合計 1,008,061,427

純資産合計 1,008,061,427

負債純資産合計 1,008,203,554

　（注）当該投資信託の計算期間は、原則として、毎年３月26日から翌年３月25日までであり、当ファンドの
計算期間とは異なります。上記の貸借対照表は、平成22年４月14日現在における当該投資信託の状
況であります。

（2） 注記表　

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

項目
自　平成21年６月30日
至　平成22年４月14日

有価証券の評価基準および評価方法 親投資信託受益証券
　移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価に
あたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価
しております。

（貸借対照表に関する注記）

項目 （平成22年４月14日現在）

１．本有価証券報告書における開示対象ファンドの期首における当該
投資信託の元本額

306,897,091円

同期中における追加設定元本額 1,529,485,863円

同期中における一部解約元本額 857,294,158円

同期末における元本の内訳

ユナイテッド・タートルクラブ・ファンド・安定型 73,665,081円

ユナイテッド・タートルクラブ・ファンド・バランス型 93,845,595円

ユナイテッド日米株式マーケット・ニュートラル 85,455,349円

ディープリサーチ・チャイナ・ファンド 42,147,258円

トレンド・フォロー・オープン（安定型） 421,645,653円

トレンド・フォロー・オープン（積極型） 155,441,812円

アイザワ－有進　日韓グッドチョイス・ファンド 106,888,048円

計 979,088,796円

２．本有価証券報告書における開示対象ファンドの期末における受益
権の総数

979,088,796口

（金融商品に関する注記）

項目
当期

自　平成21年６月30日
至　平成22年４月14日
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１．金融商品の状況に関する事項 ・金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項
に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方
針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用するこ
とを目的としております。

・金融商品の内容およびその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は「（有価証券関係に関す
る注記）」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替
変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び
流動性リスク等に晒されております。

・金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においてはリスク管理に関する委員会を設け、信託約款
等の遵守状況や、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモ
ニタリングを行い、その結果に基づき運用部門その他関連部署へ
の管理を行っております。

・金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がな
い場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価
額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異な
る前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

２．金融商品の時価等に関する事項 ・貸借対照表計上額、時価及びその差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されてい
るため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

・時価の算定方法
親投資信託受益証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に記載しており
ます。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似
していることから、当該帳簿価額を時価としております。

（有価証券関係に関する注記）

売買目的有価証券

種類
（平成22年４月14日現在）

当計算期間の損益に含まれた評価差額（円）

親投資信託受益証券 1,585,074

合計 1,585,074

（注）当計算期間の損益に含まれた評価差額は平成22年３月26日から平成22年４月14日までの期間に対

応する金額であります。

（デリバティブ取引等関係に関する注記）

該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（１口当たり情報）

項目 （平成22年４月14日現在）

１口当たり純資産の額 1.0296円

（1万口当たり） （10,296円）
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（3） 附属明細表

第１　有価証券明細表

①　株式

該当事項はありません。

②　株式以外の有価証券

種類 銘柄 券面総額（円） 評価額（円） 備考

親投資信託受益証券
ユナイテッド日本債券マザーファン
ド

856,899,709966,154,421

合計 856,899,709966,154,421

　（注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

ユナイテッド日本債券マザーファンドの状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

（1）貸借対照表

区分
（平成22年４月14日現在）

金額（円）

資産の部

流動資産

コール・ローン 20,569,991

国債証券 549,041,600

地方債証券 101,895,000

特殊債券 91,348,750

社債券 201,688,000

未収利息 1,179,672

前払費用 433,424

流動資産合計 966,156,437

資産合計 966,156,437

純資産の部

元本等

元本 856,899,709

剰余金

剰余金又は欠損金（△） 109,256,728

元本等合計 966,156,437

純資産合計 966,156,437

　（注）当該親投資信託の計算期間は、原則として、毎年３月26日から翌年９月25日まで及び９月26日から
翌年３月25日までであり、当ファンドの計算期間とは異なります。上記の貸借対照表は、平成22年４
月14日現在における当該親投資信託の状況であります。
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（2） 注記表　

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

項目
自　平成21年６月30日
至　平成22年４月14日

有価証券の評価基準および評価方法 株式は移動平均法、株式以外の有価証券は個別法に基づき、以
下のとおり原則として時価で評価しています。
・金融商品取引所等に上場されている有価証券

金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金
融商品取引所等における計算期間末日の最終相場（外貨建証
券の場合は計算期間末日において知りうる直近の最終相場）
で評価しています。
計算期間末日に当該金融商品取引所等の最終相場がない場合
には、当該金融商品取引所等における直近の日の最終相場で評
価していますが、直近の日の最終相場によることが適当でない
と認められた場合は、当該金融商品取引所等における計算期間
末日又は直近の日の気配相場で評価しています。

・金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の
売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業者、銀行等の提示
する価額（ただし、売気配相場は使用しない）又は価格提供会
社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価してい
ます。

・時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会
社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価
額もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって
時価と認めた価額で評価しています。

（貸借対照表に関する注記）

項目 （平成22年４月14日現在）

１．本有価証券報告書における開示対象ファンドの期首における当該
親投資信託の元本額

277,889,754円

同期中における追加設定元本額 1,203,239,447円

同期中における一部解約元本額 624,229,492円

同期末における元本の内訳

ユナイテッド日本債券ベビーファンド（適格機関投資家向け） 856,899,709円

計 856,899,709円

２．本有価証券報告書における開示対象ファンドの期末における受益
権の総数

856,899,709口

（金融商品に関する注記）

項目

当期

自　平成21年６月30日

至　平成22年４月14日

１．金融商品の状況に関する事項 ・金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項
に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方
針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用するこ
とを目的としております。
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・金融商品の内容およびその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は「（有価証券関係に関す
る注記）」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替
変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び
流動性リスク等に晒されております。

・金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においてはリスク管理に関する委員会を設け、信託約款
等の遵守状況や、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモ
ニタリングを行い、その結果に基づき運用部門その他関連部署へ
の管理を行っております。

・金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がな
い場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価
額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異な
る前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

２．金融商品の時価等に関する事項 ・貸借対照表計上額、時価及びその差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されてい
るため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

・時価の算定方法
国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に記載しており
ます。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似
していることから、当該帳簿価額を時価としております。

（有価証券関係に関する注記）

売買目的有価証券

種類
（平成22年４月14日現在）

当計算期間の損益に含まれた評価差額（円）

国債証券 781,100

地方債証券 △22,000

特殊債券 14,393

社債券 84,000

合計 857,493

（注）当計算期間の損益に含まれた評価差額は平成22年３月26日から平成22年４月14日までの期間に対

応する金額であります。

（デリバティブ取引等関係に関する注記）

該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（１口当たり情報）

項目 （平成22年４月14日現在）

１口当たり純資産の額 1.1275円

（1万口当たり） （11,275円）
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（3）附属明細表

第１　有価証券明細表

①　株式

該当事項はありません。

②　株式以外の有価証券

種類 通貨 銘柄 券面総額（円） 評価額（円） 備考

国債証券 日本円 第４７回利付国債（５年） 100,000,000100,065,000

第２７５回利付国債（１０

年）
100,000,000104,244,000

第２９１回利付国債（１０

年）
100,000,000101,976,000

第３０１回利付国債（１０

年）
100,000,000102,224,000

第３０回利付国債（３０年） 60,000,00060,738,000

第６９回利付国債（２０年） 30,000,00031,280,100

第１０９回利付国債（２０

年）
50,000,00048,514,500

小計 540,000,000549,041,600

地方債証

券
日本円

第２８回大阪府公募公債（５

年）
100,000,000101,895,000

小計 100,000,000101,895,000

特殊債券 日本円 第１４回貸付債権担保Ｓ種住

宅金融支援機構債券
89,958,00091,348,750

小計 89,958,00091,348,750

社債券 日本円 第５回株式会社ブリヂストン

無担保社債（社債間限定同順

位特約付）

100,000,000100,930,000

第５回トヨタ自動車株式会社

無担保社債（社債間限定同等

特約付）

100,000,000100,758,000

小計 200,000,000201,688,000

合計 943,973,350

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

２【ファンドの現況】

以下は、平成22年５月31日現在のファンドの純資産額計算書です。

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額 2,047,367,285円

Ⅱ 負債総額 52,050,374円
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Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 1,995,316,911円

Ⅳ 発行済数量 2,220,560,711口

Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ/Ⅳ） 0.8986円

（参考情報）ファンドが投資する投資信託受益証券の純資産額計算書

ユナイテッド日本債券ベビーファンド（適格機関投資家向け）

Ⅰ 資産総額 966,098,110円

Ⅱ 負債総額 488,818円

Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 965,609,292円

Ⅳ 発行済数量 930,707,541口

Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ/Ⅳ） 1.0375円

＜親投資信託受益証券の純資産額計算書＞

ユナイテッド日本債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額 959,066,370円

Ⅱ 負債総額 4,230円

Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 959,062,140円

Ⅳ 発行済数量 843,711,889口

Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ/Ⅳ） 1.1367円

第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

（1）受益権の帰属と受益証券の不発行

①　この信託のすべての受益権は、社振法の規定の適用を受けており、受益権の帰属は振替機関の振替

口座簿に記載または記録されることにより定まります。

②　委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取消さ

れた場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を継承する者が存在

しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行

しません。

なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式

受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請

求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。

（2）受益者名簿

受益者名簿は作成しません。

（3）受益者等に対する特典

該当するものはありません。

（4）受益権の譲渡

①　受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載

または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。

②　前項の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口

数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または

記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、

譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に

社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われる
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よう通知するものとします。

③　上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録され

ている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等に

おいて、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日

や振替停止期間を設けることができます。

（5）受益権の譲渡の対抗要件

受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗す

ることができません。

（6）受益権の再分割

委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に

再分割できるものとします。

（7）償還金

償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前

において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受

益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則

として取得申込者とします。）に支払います。

（8）質権口記載または記録の受益権の取り扱いについて

振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払

い、および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取

り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】

１【委託会社等の概況】

（1）資本金の額等

平成22年５月31日現在の委託会社の資本金の額： 1,155,000,000円

委託会社が発行する株式総数： 6,400株

発行済株式総数： 4,600株

最近５年間における資本金の額の増減： 平成17年11月29日に 25,000,000円の増資

平成18年12月 7日に150,000,000円の増資

平成19年11月30日に250,000,000円の増資

平成21年11月30日に125,000,000円の増資

（2）委託会社等の機構

①　平成22年５月31日現在、委託会社の機構は次の通りとなっております。委託会社の取締役は３名以

上５名以内、監査役は３名以上４名以内とし、株主総会で選任されます。取締役の選任決議は、累積投

票によらないものとします。取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のもの

に関する定時株主総会の終結の時までとし、補欠または増員により選任された取締役の任期は、退任

した取締役または他の在任取締役の任期の満了すべき時までとします。委託会社の業務上重要な事

項は、取締役会の決議により決定します。取締役会は、その決議により会長、社長、副社長、専務取締役

および常務取締役を選任することができます。

②　組織図

③　投資運用の意思決定機構

1．投資委員会において、国内外の経済見通し、市況見通しの検討を行い、運用方針および各ファンド

の運用計画を決定いたします。

投資委員会は、代表取締役社長、運用部門責任者、内部統制部門責任者、その他代表取締役社長に

指名された者で構成し、原則として月次で開催されます。

2. 運用部門のファンドマネジャーは、定められた運用方針・運用計画に基づいて、資産配分・銘柄

選択を決定し売買に関する指図をいたします。

3. 投資委員会において、運用実績・パフォーマンスを評価分析し、必要に応じて運用方針・運用計

EDINET提出書類

ユナイテッド投信投資顧問株式会社(E11776)

有価証券報告書（内国投資信託受益証券）

45/65



画の見直しを行います。

２【事業の内容及び営業の概況】

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託

の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として投資信託の運用および投

資一任契約に基づく運用（投資運用業）を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業

務を行っています。

平成22年５月31日現在、委託会社が、運用する投資信託（総ファンド数51本、純資産総額78,484百万円。

ただし、親投資信託は除きます。）は以下の通りです。

ファンドの種類 本数 純資産総額（百万円）

追加型株式投資信託 49 77,805

単位型株式投資信託 2 679

合計 51 78,484

純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の

数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
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３【委託会社等の経理状況】

1.　財務諸表の作成方法について

委託会社であるユナイテッド投信投資顧問株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、「財務諸表

等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」とい

う。）並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣

府令第52号）により作成しております。

なお、前事業年度（平成20年4月1日から平成21年3月31日まで）は、改正前の財務諸表等規則に基づき、当

事業年度（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）は、改正後の財務諸表等規則に基づいて作成してお

ります。

2.　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、前事業年度（平成20年4月1日から平成21年3月

31日まで）及び当事業年度（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）の財務諸表について、新日本有限

責任監査法人により監査を受けております。

3.　財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

当社は、財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。

具体的には、会計基準等の内容を適切に把握し、変更等について的確に対応することができる体制を整備

するため、新日本有限責任監査法人が主催する研修会等に積極的に参加しており、また、会計基準等の情報

交換も密に行っております。

財務諸表

（1）【貸借対照表】

　　　　　　（単位：千円）

前事業年度 当事業年度  

（平成21年3月31日） （平成22年3月31日） 

資産の部  

流動資産  

現金及び預金 446,666 514,170 

前払費用 11,131 11,254 

未収委託者報酬 53,764 62,134 

未収収益 35,865 37,838 

立替金 25,573 24,123 

未収消費税等 10,507 －  

その他 34 10 

流動資産計 583,544 649,531 

固定資産  

有形固定資産  

建物附属設備（純額） *1 10,540 8,789 

器具備品（純額） *1 3,130 2,742 

リース資産（純額） *1 1,600 1,051 

有形固定資産計 15,271 12,584 

無形固定資産  
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ソフトウェア *1 261 3,198 

電話加入権 1,294 1,294 

無形固定資産計 1,556 4,493 

投資その他の資産  

投資有価証券 － 998 

破産更生債権等 － 2,459 

長期差入保証金 22,760 22,760 

長期前払費用 1,701 1,315 

貸倒引当金 － △2,459 

投資その他の資産計 24,462 25,074 

固定資産合計 41,290 42,152 

資産合計 624,834 691,684 

負債の部  

流動負債  

預り金 16,501 11,133 

未払金 24,235 13,468 

未払手数料 24,057 23,252 

リース債務 560 585 

未払費用 1,743 4,706 

未払委託調査費 45,823 93,118 

未払法人税等 2,268 2,556 

未払消費税等 － 953 

前受収益 815 815 

賞与引当金 ― 9,000 

流動負債計 116,005 159,590 

　固定負債  

　リース債務 1,143 558 

　長期未払金 2,666 2,666 

　長期前受収益 3,593 2,777 

固定負債計 7,403 6,002 

負債合計 123,409 165,593 

純資産の部  

株主資本  

資本金 1,030,000 1,155,000 

資本剰余金 125,000 

資本準備金 ― 125,000 

資本剰余金合計 ― 125,000 

利益剰余金  

その他利益剰余金  

繰越利益剰余金 △528,574 △753,907 
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利益剰余金合計 △528,574 △753,907 

株主資本合計 501,425 526,092 

評価・換算差額等  

その他有価証券評価差額金 － △1  

評価・換算差額等合計 － △1  

純資産合計 501,425 526,090 

負債・純資産合計 624,834 691,684 

（2）【損益計算書】

（単位：千円）

前事業年度 当事業年度

（自 平成20年4月 1日 （自 平成21年4月 1日

至 平成21年3月31日） 至 平成22年3月31日）

営業収益

委託者報酬 571,325 614,791

投資助言報酬 5,491 13,179

運用受託報酬 88,786 128,040

投資兼業報酬 11,983 9,268

営業収益計 677,587 765,279

営業費用

支払手数料 221,224 210,018

広告宣伝費 4,178 5,279

調査費 46,275 49,990

　委託調査費 132,586 187,290

　図書費 624 649

　委託計算費 1,742 1,827

通信費 9,161 3,301

印刷費 10,075 11,349

諸会費 1,768 2,088

営業費用計 427,638 471,796

一般管理費

給料・手当 274,503 265,682

役員報酬 14,142 4,800

貸倒引当金繰入額 ― 2,459

賞与 891 ―

賞与引当金繰入額 ― 9,000

租税公課 3,097 3,068

不動産賃借料 34,070 34,070

退職給付費用 7,703 7,900

固定資産減価償却費 4,612 3,602

消耗器具備品費 4,489 5,008

機器賃借料 63,871 61,726

法律専門家報酬 811 2,405

新人採用費 7,160 12,168

諸経費 111,413 104,885
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一般管理費計 526,766 516,779

営業損失 276,818 223,295

営業外収益

受取利息 0 402

その他営業外収益 *1 1,108 1,382

営業外収益計 1,109 1,785

営業外費用

支払利息 ― 61

為替差損 65 ―

株式交付費 ― 941

その他営業外費用 *2 1,876 770

営業外費用計 1,942 1,772

経常損失 277,651 223,283

特別損失

固定資産廃棄損 130 ―

特別退職加算金 13,002 1,100

リース会計基準の適用に伴う影響額 147 ―

特別損失計 13,280 1,100

税引前当期純損失 290,931 224,383

法人税、住民税及び事業税 950 950

当期純損失 291,881 225,333

（3）【株主資本等変動計算書】

（単位：千円）

前事業年度 当事業年度

（自 平成20年4月 1日 （自 平成21年4月 1日

至 平成21年3月31日） 至 平成22年3月31日）

株主資本

資本金

前期末残高 1,030,000 1,030,000

当期変動額

新株の発行 － 125,000

　　当期変動額合計 － 125,000

当期末残高 1,030,000 1,155,000

　資本剰余金

資本準備金

　　　前期末残高 250,000 －

　　　当期変動額

資本準備金の取崩（欠損填補） △250,000 －

　新株の発行 － 125,000

　当期変動額合計 △250,000 125,000

　　　当期末残高 － 125,000

資本剰余金合計

　　　前期末残高 250,000 －

　　　当期変動額

　　　　資本準備金の取崩（欠損填補） △250,000 －
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　　　　新株の発行 － 125,000

　　　　当期変動額合計 △250,000 125,000

　　当期末残高 － 125,000

利益剰余金

　その他利益剰余金

　　繰越利益剰余金

　　　前期末残高 △486,693 △528,574

　　　当期変動額

　　　　当期純損失 △291,881 △225,333

　　　　資本準備金の取崩（欠損填補） 250,000 －

　　　　当期変動額合計 △41,881 △225,333

　　　当期末残高 △528,574 △753,907

　利益剰余金合計

　　前期末残高 △486,693 △528,574

　　当期変動額

　　　当期純損失 △291,881 △225,333

　　　資本準備金の取崩（欠損填補） 250,000 －

　　　当期変動額合計 △41,881 △225,333

　　当期末残高 △528,574 △753,907

株主資本合計

前期末残高 793,306 501,425

当期変動額

新株の発行 － 250,000

当期純損失 △291,881 △225,333

当期変動額合計 △291,881 24,666

当期末残高 501,425 526,092

評価・換算差額等

　その他有価証券評価差額金

前期末残高 － －

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － △1

当期変動額合計 － △1

当期末残高 － △1

純資産合計

前期末残高 793,306 501,425

当期変動額

新株の発行 － 250,000

当期純損失 △291,881 △225,333

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － △1

当期変動額合計 △291,881 24,666

当期末残高 501,425 526,090

重要な会計方針

前事業年度 当事業年度

（自 平成20年4月 1日 （自 平成21年4月 1日

　　至 平成21年3月31日） 　　至 平成22年3月31日）
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1.有価証券の評価基準
及び評価方法

（1）その他有価証券
時価のあるもの
期末日の市場価格等に基づく時価
法により評価しております。
(評価差額は全部純資産直入法によ
り処理し、売却原価は移動平均法に
より算定しております。）

　

2.固定資産の減価償却
の方法

（1）有形固定資産（リース資産を除く）
主に定率法を採用しております。

（1）有形固定資産（リース資産を除
く）

同　　左

（2）無形固定資産
自社利用のソフトウェアについては、社内
における利用可能期間（5年）に基づく定
額法を採用しております。

（2）無形固定資産

同　　左

（3）リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引
に係るリース資産については、リース期間
を耐用年数とし、残存価額を零とする定額
法を採用しております。

（3）リース資産

同　　左

3.繰延資産の処理方法 株式交付費

　 　　　 支払時に全額費用処理しております。

4.引当金の計上基準 （1）貸倒引当金 （1）貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるた
め、一般債権については貸倒実績率に
よる計算額と貸倒懸念債権等特定の
債権については個別に回収可能性を
検討し、回収不能見込額を計上してお
ります。

（2）賞与引当金 （2）賞与引当金
従業員賞与の支払に備えるため、支給
見込額に基づき計上しております。　

5.その他財務諸表作成
のための重要な事項

消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税抜方式によってお
ります。

消費税等の会計処理
同　　左

会計方針の変更

前事業年度 当事業年度

（自 平成20年4月 1日 （自 平成21年4月 1日

　　至 平成21年3月31日） 　　至 平成22年3月31日）
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（リース取引に関する会計基準）

当会計期間から平成19年3月30日改正の「リース

取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会　企

業会計基準第13号）及び「リース取引に関する会計

基準の適用指針」（企業会計基準委員会　企業会計

基準適用指針第16号）を適用しております。これに

よる損益への影響は軽微であります。

また、財務諸表等規則の改正により、有形固定資産

が1,600千円、流動負債が560千円、固定負債が1,143

千円増加しております。

表示方法の変更

前事業年度 当事業年度

（自 平成20年4月 1日 （自 平成21年4月 1日

　　至 平成21年3月31日） 　　至 平成22年3月31日）

「未収消費税等」は、前事業年度において流動資産

の「その他」に含めて表示しておりましたが、資産

の総額の100分の1を超えたため、区分掲記すること

といたしました。なお、前事業年度の流動資産の「そ

の他」に含まれている「未収消費税等」の金額は

6,546千円であります。

前事業年度までは「その他営業収益」として表示し

ていたものは、当事業年度から「投資兼業報酬」と

して表示しております。

注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度 当事業年度

（自 平成20年4月 1日 （自 平成21年4月 1日

　　至 平成21年3月31日） 　　至 平成22年3月31日）

＊1　固定資産の減価償却累計額は次の通りでありま

す。

＊1　固定資産の減価償却累計額は次の通りでありま

す。

（1）有形固定資産の減価償却累計額 有形固定資産の減価償却累計額

建物附属設備 10,764千円建物附属設備 12,633千円

器具備品 5,851千円器具備品 6,430千円

リース資産 548千円 リース資産 1,097千円

（2）無形固定資産の減価償却累計額

ソフトウエア 3,962千円

（損益計算書関係）

前事業年度 当事業年度

（自 平成20年4月 1日 （自 平成21年4月 1日

　　至 平成21年3月31日） 　　至 平成22年3月31日）

＊1　その他営業外収益 ＊1　その他営業外収益

賃借料過剰請求による戻り額 435千円 事業税確定還付金 525千円

消費税確定還付加算金 93千円 消費税確定還付加算金 219千円
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その他営業外収益 580千円 確定拠出年金事業主返還金 487千円

その他営業外収益 150千円

＊2　その他営業外費用 ＊2　その他営業外費用

業務処理過誤により発生した費用 業務処理過誤により発生した費用

1,347千円 284千円

立替印刷費誤算回収不能額 437千円 立替印刷費誤算回収不能額 485千円

（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自　平成20年4月1日　　至　平成21年3月31日）

　　発行済株式の種類及び総数に関する事項　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （単位：株）

前事業年度末
株式数

当事業年度
増加株式数

当事業年度
減少株式数

当事業年度末
株式数

発行済株式

　　普通株式 4,100 ― ― 4,100

　　合　　計 4,100 ― ― 4,100

当事業年度（自　平成21年4月1日　　至　平成22年3月31日）

　　発行済株式の種類及び総数に関する事項　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （単位：株）

前事業年度末
株式数

当事業年度
増加株式数

当事業年度
減少株式数

当事業年度末
株式数

発行済株式

　　普通株式 4,100 500 ― 4,600

　　合　　計 4,100 500 ― 4,600

（注）普通株式の発行済株式総数の増加500株は、株主割当による新株の発行による増加であります。

（リース取引関係）

前事業年度 当事業年度

（自 平成20年4月 1日 （自 平成21年4月 1日

　　至 平成21年3月31日） 　　至 平成22年3月31日）

ファイナンス・リース取引

　所有権移転外ファイナンス・リース取引

（通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に

よっているもの）

（借主側）

①リース資産の内容

有形固定資産

　　器具備品

②リース資産の減価償却の方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零と

して算定する方法によっております。

ファイナンス・リース取引

　所有権移転外ファイナンス・リース取引

（通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に

よっているもの）

（借主側）

①リース資産の内容

有形固定資産

同　　左

②リース資産の減価償却の方法

同　　左

（金融商品に関する注記）

当事業年度（自　平成21年4月1日　　至　平成22年3月31日）

（追加情報）
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当事業年度より、「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号　平成20年3月10日）及び

「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号　平成20年3月10日）を適用し

ております。

1．金融商品の状況に関する事項

（1）金融商品に対する取組方針

当社は、現状、資金運用については短期的な預金等を中心に行っております。また、借入等による資金調達

は行っておりません。当社は、デリバティブ取引は行っておりません。

（2）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

営業債権である未収委託者報酬及び未収収益は、顧客の信用リスクに晒されています。当該リスクに関し

ては、経理規程に従い、常に取引先毎の残高を把握し、管理に万全を期す体制をとっております。

投資有価証券である投資信託受益証券は、主に自己設定による目的で保有しております。市場価格の変動

リスクに晒されていますが、これは、早期に売却する予定のものであるため、リスクは僅少であります。

営業債務である未払委託者調査費は、そのほとんどが1年以内の支払期日です。

（3）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が

含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用す

ることにより、当該価額が変動することもあります。

2．金融商品の時価等に関する事項

平成22年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。

（単位：千円）

貸借対照表
計上額（＊）

時価（＊） 差額

（1）現金及び預金 514,170 514,170 －

（2）未収委託者報酬 62,134 62,134 －

（3）未収収益 37,838 37,838 －

（4）投資有価証券

　　　　その他有価証券 998 998 －

（5）未払委託調査費 (93,118) (93,118) －

（＊）負債に計上されているものは、（　）で示しています。

（注1） 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

（1）現金及び預金、並びに（2）未収委託者報酬及び（3）未収収益

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから当該帳簿価額によってお

ります。

（4） 投資有価証券

すべて投資信託受益証券であり、投資信託受益証券は、基準価額で評価しております。

（5） 未払委託調査費

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってお

ります。

（有価証券関係）

前事業年度（自　平成20年4月1日　　至　平成21年3月31日）

　　該当事項ありません。

当事業年度（自　平成21年4月1日　　至　平成22年3月31日）

1．その他有価証券　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （単位：千円）
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貸借対照表日における
貸借対照表計上額

取得原価 差額

貸借対照表計上額が
取得原価をこえるもの

株式 － － －

債権 － － －

その他 － － －

小計 － － －

貸借対照表計上額が
取得原価をこえないもの

　株式 － － －

　債権 － － －

　その他 998 1,000 1

小計 998 1,000 1

合計 998 1,000 1

（デリバティブ取引関係）

前事業年度（自　平成20年4月1日　　至　平成21年3月31日）

　　該当事項ありません。

当事業年度（自　平成21年4月1日　　至　平成22年3月31日）

　　該当事項ありません。

（退職給付関係）

前事業年度 当事業年度

（自 平成20年4月 1日 （自 平成21年4月 1日

　　至 平成21年3月31日） 　　至 平成22年3月31日）

１．採用している退職給付制度の概要
　　当社は確定拠出年金制度を採用しております。

２．退職給付費用に関する事項
　　確定拠出年金への掛金支払額　 7,703千円
　　退職給付費用　　　　　　　　 7,703千円
他に特別退職加算金13,002千円を計上して
おります。

１．採用している退職給付制度の概要
同　　左

２．退職給付費用に関する事項
　　確定拠出年金への掛金支払額　　7,900千円
　　退職給付費用　　　　　　　　　7,900千円
　　他に特別退職加算金1,100千円を計上して
　　おります。

（税効果会計関係）

前事業年度 当事業年度

（自 平成20年4月 1日 （自 平成21年4月 1日

　　至 平成21年3月31日） 　　至 平成22年3月31日）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原
因別の内訳

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原
因別の内訳

（単位：千円） （単位：千円）

繰延税金資産 繰延税金資産

繰越欠損金 54,233繰越欠損金 127,146

未払事業税 536未払事業税 653

確定退職金未払否認 6,377確定退職金未払否認 1,085
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減価償却超過額
繰延税金資産小計
評価性引当金

616
61,764
(61,764)

減価償却超過額
賞与引当金
貸倒引当金

547
3,663
1,001

繰延税金資産合計 － その他 983

繰延税金負債 － 繰延税金資産小計
評価性引当金

135,081
(135,081)繰延税金資産の純額 －

繰延税金資産合計 －

繰延税金負債 －

繰延税金資産の純額 －

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の
負担率との差異の原因となった主要な項目別の
内訳

税引前当期純損失を計上したため、記載して

おりません。

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の
負担率との差異の原因となった主要な項目別の
内訳

同　　左

（関連当事者情報）

前事業年度（自　平成20年4月1日　　至　平成21年3月31日）

　　該当事項はありません。

当事業年度（自　平成21年4月1日　　至　平成22年3月31日）

1．関連当事者との取引

財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等

種類
会社等の

名称
住所

資本金

又は

出資金

事業の

内容又

は職業

議決権等の

所有（被所

有）割合

関連当事

者との

関係

取引の内容 取引金額 科目
期末

残高

親会社

日本アジア

ホールディ

ングズ㈱

東京都

千代田区

2,641

百万円

投資

事業

被所有

直接100％

経営管理

役員の

兼任

資金の貸付

資金の回収

貸付金利息

の

受取

400,000千円

400,000千円

385千円

― ―

(注)　1．上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておりません。

2．取引条件及び取引条件の決定方針等

市場金利を勘案して合理的に決定しております。

2．親会社又は重要な関連会社に関する注記

　　　親会社情報

　　　　日本アジアグループ㈱（東京証券取引所に上場）

　　　　日本アジアホールディングズ㈱（非上場）

（1株当たり情報）

前事業年度 当事業年度

（自 平成20年4月 1日 （自 平成21年4月 1日

　　至 平成21年3月31日） 　　至 平成22年3月31日）

1株当たり純資産額 122,298円89銭1株当たり純資産額 114,367円55銭

1株当たり当期純損失金額 71,190円58銭1株当たり当期純損失金額 52,808円36銭
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なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額につ
いては、潜在株式が存在しないため記載しておりませ
ん。

同　　左

1株当たり当期純損失金額の算定上の基礎 1株当たり当期純損失金額の算定上の基礎

損益計算書上の当期純損失 291,881千円損益計算書上の当期純損失 225,333千円

普通株式に係る当期純損失 291,881千円普通株式に係る当期純損失 225,333千円

普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳

該当事項はありません。 該当事項はありません。

普通株式の期中平均株式数 4,100株普通株式の期中平均株式数 4,267株

（重要な後発事象）

前事業年度（自　平成20年4月1日　　至　平成21年3月31日）

　　該当事項はありません。

当事業年度（自　平成21年4月1日　　至　平成22年3月31日）

　　該当事項はありません。
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４【利害関係人との取引制限】

委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行

為が禁止されています。

（1）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ

と（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるお

それがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。

（2）運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、もし

くは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令

で定めるものを除きます。）。

（3）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法

人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と

密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下（4）

（5）において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していること

その他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に

該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を

行うこと。

（4）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、

運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。

（5）上記（3）（4）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ

て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ

れのあるものとして内閣府令で定める行為。

５【その他】

（1）定款の変更

委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の特別決議が必要です。

（2）訴訟事件その他の重要事項

本書提出日現在、委託会社および当ファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想され

る事実は発生していません。

第２【その他の関係法人の概況】

１【名称、資本金の額及び事業の内容】

（1）受託会社

①　名称

株式会社りそな銀行

②　資本金の額（平成22年３月31日現在）

279,928百万円

③　事業の内容

銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律（兼営法）に

基づき信託業務を営んでいます。

＜再信託受託会社の概要＞

名称　　　　　日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社

資本金の額　　51,000百万円（平成22年３月31日現在）

事業の内容　　銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律

に基づき、信託業務を営んでいます。

（2）販売会社
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名称
資本金の額

（平成22年３月31日現在）
事業の内容

日本アジア証券株式会社 4,000百万円

金融商品取引法に定める第
一種金融商品取引業を営ん
でおります。

おきなわ証券株式会社 628百万円

三田証券株式会社 500百万円

スターツ証券株式会社 500百万円

２【関係業務の概要】

（1）受託会社

当ファンドの受託会社として、信託財産の保管・計算、外国証券を保管・管理する外国の保管銀行へ

の指図、連絡等を行います。なお、当ファンドに係る信託事務の処理の一部について、再信託受託会社に

委託しております。

（2）販売会社

当ファンドの販売会社として、投資信託受益権の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金

の再投資、収益分配金、償還金および一部解約金の支払い等を行います。

３【資本関係】

（1）受託会社

該当事項はありません。

（2）販売会社

該当事項はありません。
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第３【参考情報】

当計算期間において、ファンドに係る金融商品取引法第25条第１項各号に掲げる書類は、以下のとおり提

出しています。

書類名 提出年月日

有価証券届出書の訂正届出書 平成21年８月５日

有価証券届出書の訂正届出書 平成21年11月19日

半期報告書 平成22年３月29日

有価証券届出書の訂正届出書 平成22年３月29日
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独立監査人の監査報告書

平成２１年６月１０日

ユナイテッド投信投資顧問株式会社

　取締役会　　御　中

　　　

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員

業務執行社員
公認会計士 小　西　文　夫　　㊞

指定有限責任社員

業務執行社員
公認会計士 樽　本　修　平　　㊞

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託

会社等の経理状況」に掲げられているユナイテッド投信投資顧問株式会社の平成２０年４月１日か

ら平成２１年３月３１日までの第１０期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株

主資本等変動計算書について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の

責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。

監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得るこ

とを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並

びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含

んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

準拠して、ユナイテッド投信投資顧問株式会社の平成２１年３月３１日現在の財政状態及び同日を

もって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認め

る。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は

ない。

以　　上

（※）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管

しております。
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独立監査人の監査報告書

 平成２２年６月１１日

ユナイテッド投信投資顧問株式会社  

　取　締　役　会　　御　中

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員

業 務 執 行 社 員
公認会計士　小西　文夫　　印

指定有限責任社員

業 務 執 行 社 員
公認会計士　樽本　修平　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、

「ファンドの経理状況」に掲げられているトレンド・フォロー・オープン（積極型）の平成２

１年６月３０日から平成２２年４月１５日までの第１期計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対

照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作

成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ

とにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ

た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を

得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適

用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討

することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得た

と判断している。

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準

に準拠して、トレンド・フォロー・オープン（積極型）の平成２２年４月１５日現在の信託財産

の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表

示しているものと認める。

　ユナイテッド投信投資顧問株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、

公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　　上

（※）1．上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保

管しております。

2．財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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次へ
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独立監査人の監査報告書

平成２２年６月１５日

ユナイテッド投信投資顧問株式会社

　取　締　役　会　　御　中

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員

業 務 執 行 社 員
公認会計士　　小西　文夫　　印

指定有限責任社員

業 務 執 行 社 員
公認会計士　　樽本　修平　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会

社等の経理状況」に掲げられているユナイテッド投信投資顧問株式会社の平成２１年４月１日から平

成２２年３月３１日までの第１１期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書及び株主

資本等変動計算書について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任

は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監

査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを

求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経

営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでい

る。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠して、ユナイテッド投信投資顧問株式会社の平成２２年３月３１日現在の財政状態及び同日をもっ

て終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

以　　上

（※）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途

保管しております。
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